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回地域人権問題全国研究集会
憲法を暮らしに活かし、住みよい地域社会に
― いつまでも住み続けられ、平和で人間らしく、幸福に暮らせる地域社会の実現のために ―
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島根原発差止訴訟と住民運動

　本集会は、憲法が活きる地域人権の創造にむけて、地域社会の今日的課題を明
らかにし、人権と民主主義、住民自治の確立をめざす運動の到達点と課題、住民
の要求と組織化を含む運動の前進、行政や教育の民主的なあり方を議論します。
　また、部落問題解決の到達点をふまえ、「部落差別解消法」成立に伴う地方自
治体での「人権・部落条例」や「差別禁止法」をめぐる諸課題を交流し、人権の
進展に向けて必要な条件とは何かを議論します。
　さらに国内外で自国・特定民族優先で他者排撃など対立分断を煽る政治勢力が
伸張しているもとで、外交的緊張の増大による大軍拡が国民生活にもたらしてい
る影響、憲法を指針として国民の協調・連帯を進める取り組みも議論します。
　今回は島根県松江市で開催することから、地元の暮らしに関わる諸課題につい
ても報告、討論で教訓を学びあいます。
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憲法の立場と人権・差別問題

※片日のみの参加でも同額です。できる限り両日ご参加下さい。
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